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1 内部監査の定義
　最初に、代表的な内部監査の定義として、以下のものについて見ておきます。

　・監督当局（金融庁）における定義

　・内部監査人協会（IIA）「専門職的実施の国際フレームワーク」における定義

　・バーゼル銀行監督委員会「銀行の内部監査機能」における定義

2 監督当局における定義
　ここでは、金融機関向けの監督当局である金融庁における内部監査の定義として、金融

庁「金融検査マニュアル」における内部監査の定義を見ていきます。

　金融検査マニュアルでは、経営管理（ガバナンス）態勢の確認検査用チェックリスト

の脚注において、内部監査について以下のように規定しています⑴。

金融検査マニュアルにおける内部監査の定義

第1節 内部監査の定義

・ 内部監査の代表的な定義（金融検査マニュアル、内
部監査人協会（IIA）、バーゼル銀行監督委員会によ
る定義）を確認する。

POINT

⑴　出所：金融検査マニュアル「経営管理（ガバナンス）態勢の確認検査用チェックリスト」Ⅰ . － 2. －①－（ⅰ）脚注 2。

　「内部監査」とは、内部監査を受ける各業務部門の本部部門（リスク管理部門を

含む。以下同じ。）及び営業店等（営業店及び海外拠点を含む。以下同じ。）（以下
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第❶章　内部監査について

　この記述は、内部監査として具体的に何を実施するのかという点では抽象的ですが、内

部監査部門のあり方や内部監査の目的に関わる以下の点を見逃してはなりません。

①　�内部監査部門は、内部監査を受ける（＝内部監査の対象となる）各業務部門から独

立する。

②　営業店および海外拠点のみならず本部部門も内部監査の対象となる。

③　リスク管理部門（ミドル・オフィス）も内部監査の対象となる。

④　�内部監査は、検査部、業務監査部等、その名称のいかんにかかわらず「内部監査部

門」が行う。

機能状況
の検証

取締役会・取締役（経営陣）

本　　部
営業推進部門等

一
次
管
理

現場／フロント
（営業店等）

被監査部門

チェック

チェ
ック

リ
ス
ク
管
理
部
門

内
部
監
査
部
門

「被監査部門等」という。）から独立した内部監査部門（検査部、業務監査部等）が、

被監査部門等における内部管理態勢の適切性、有効性を検証するプロセスである。

このプロセスは被監査部門等における内部事務処理等の問題点の発見・指摘にとど

まらず、内部管理態勢の評価及び問題点の改善方法の提言等まで行うものであり、

原則として、内部管理の一環として被監査部門等が実施する検査等を含まない。



6

⑤　被監査部門等が実施する検査等は、原則として内部監査には含まれない。

⑥　内部監査とは、内部管理態勢の適切性、有効性を検証するプロセスである。

⑦　�内部監査は、内部事務処理等の問題点の発見・指摘を行うものであるが、そのこと

だけにとどまらない。

⑧　内部監査は、内部管理態勢の評価および問題点の改善方法の提案まで行う。

3 内部監査人協会「専門職的実施の国際フレームワーク」における定義

　世界的規模の内部監査に関わる専門家の団体である「内部監査人協会」（The�Institute�

of�Internal�Auditors：本部、米国フロリダ州、以下「IIA」または「内部監査人協会」という）

による内部監査の定義も確認しておきましょう。

IIA「専門職的実施の国際フレームワーク」における内部監査の定義

　「内部監査は、組織体の運営に関し価値を付加し、また改善するために行われる、

独立にして、客観的なアシュアランスおよびコンサルティング活動である。内部

監査は、組織体の目標の達成に役立つことにある。このためにリスク・マネジメ

ント、コントロールおよびガバナンスの各プロセスの有効性の評価、改善を、内

部監査の専門職として規律ある姿勢で体系的な手法をもって行う。」

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity 

designed to add value and improve an organization's operations. It helps an 

organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined 

approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, 

control, and governance processes.

　この定義では、特徴的なこととして、①「価値を付加」するために、「客観的なアシュ

アランス（保証）」に加えて「コンサルティング活動」を行うものとしてとらえられてい

ること、ならびに、②リスク・マネジメント、コントロールおよびガバナンスの各プロセ

スを対象として、それらの有効性の評価と改善を行うものとしていることが挙げられます。
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4 バーゼル銀行監督委員会「銀行の内部監査機能」における定義

　バーゼル銀行監督委員会が2012年６月に公表した報告書「銀行の内部監査機能」にお

ける内部監査の定義を確認しておきます。本報告書では、内部監査機能の目的および任務

について、原則１で以下のように記述しています。

バーゼル銀行監督委員会「銀行の内部監査機能」における内部監査の定義

　この定義では、内部監査が「内部管理、リスク管理および経営管理のシステム・プロ

セス」を対象としていること、「独立した保証」を提供する相手方が「取締役会・上級

管理職」であることが明確化されています。

　「有効な内部監査機能は、銀行の内部管理、リスク管理および経営管理のシステ

ム・プロセスについて、独立した保証を取締役会および上級管理職に提供する。

有効な内部監査機能は、取締役会および上級管理職が組織と組織の評判を守るこ

とに資する。」
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1 内部統制と内部監査
　ここでは、内部監査機能の確立を図るうえで常に念頭に置いておくべき重要なポイント、

すなわち、内部統制と内部監査の関係について確認しておきます。

　COSOの「内部統制の統合的枠組み」（いわゆるCOSOレポート）に基づく内部統制のフ

レームワークについては、当分冊「第Ⅱ編　内部統制論」の１章で詳しく解説しますが、

その要点を示すと以下のようになります⑵。

　COSOレポートでは、内部統制の目的として次の３点を挙げています⑶。

内部統制の 3 つの目的

第2節 内部統制と
内部監査の関係

・ 内部監査は、内部統制のフレームワークにおいてモ
ニタリングの中の「独立した評価」として位置づけ
られる重要な機能である。

POINT

▪　業　　務

▪　財務報告

▪　関連法規の遵守

⑵　当分冊第Ⅱ編１章「COSO の内部統制のフレームワーク」を参照。
⑶ 　ここに掲示した３つの目的は、「ほとんど全ての事業体に共通する目的であり、３つに分けることによって、内部

統制の個々の側面に焦点をあてることが可能となる。これらは、それぞれが独立したものであるが、ある特定の目
的が重複の範疇に含まれることもあるという意味で、重複している」と解説されている。
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　また、内部統制は、以下の５つの構成要素からなるものとされています。

内部統制の 5 つの構成要素

　これらの各構成要素は、それぞれ以下のように要約されています。

⃝　統制環境

　　�「どのような企業でも、そこに属する人々と業務を行う環境がその中心となる。この

２つが企業を動かす原動力となり、基盤となる。統制環境は内部統制にとって最も重

要な要素である。」

⃝　リスク評価

　　�「企業は、直面するさまざまなリスクを把握し、対処していくために、販売・生産・マー

ケティング・財務等の諸活動レベルでの統制目的を設定したうえで、各活動に関連し

たリスクを識別し、管理する仕組みを構築する必要がある。」

⃝　統制活動

　　�「統制活動は、組織全体を通じて、全ての組織階層において、そして全ての経営職能

において行われるものである。それには、承認、権限の付与、検証、調整、業績の評

価、資産の保全および職務の分離といった、広範囲の活動が含まれる。」

　　�　統制活動は、まさに内部統制の実際の中核的なプロセスとして、内部監査で検証し

ていく対象となります。統制活動というと命令事項の羅列のように受け取られがちで

すが、必ずしもそうであるとは限りません。

⃝　情報とコミュニケーション

　　�「統制活動を取り巻く情報システムとコミュニケーション・システムが必要とされる。

これらのシステムによって、業務の実施、管理および統制に必要な情報を収集・交換

することができる。」

▪　統制環境

▪　リスク評価

▪　統制活動

▪　情報とコミュニケーション

▪　モニタリング



10

⃝　モニタリング

　　�「全てのプロセスはモニタリングされ、必要に応じて是正・改善を図ることになる。

モニタリング結果の還元を通じ、内部統制は状況変化に即応していくことが可能とな

る。」

　このモニタリングには「日常のモニタリング」と「独立した評価」があり、内部監査は

「独立した評価」の一環として位置づけられています。

　COSOレポートでは、内部統制の目的が達成されており、内部統制の５つの構成要素が

存在し、かつ有効に機能している状態にあるとき、その時点における内部統制は「有効に

機能している」とみなされるとしています。

　内部監査は、内部統制にとって不可欠な構成要素であり、「統制環境」「リスク評価」「統

制活動」「情報とコミュニケーション」という他の４つの構成要素が機能しているか、さ

らに「モニタリング」についても「日常のモニタリング」が機能しているかどうかをチェッ

クすることによって、内部統制が全体として機能していることを「合理的に保証」する重

要なプロセスです。

　また、先ほどの内部監査人協会の「内部監査の専門職的実施の国際基準」では、「2130.

A １　内部監査部門は以下の各事項に関わる組織体のガバナンス、業務および情報システ
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ムにおけるリスクに対応したコントロール手段の妥当性と有効性について評価しなければ

ならない。」として、以下の項目が列挙されています。

　これらの５つの項目は、COSOレポートにおける内部統制の目的に加えて「資産の保護」

および「組織体の戦略目標の達成状況」を加えたものとなっていますが⑷、要するに内部

統制の目的が確保されているかどうかを評価する機能を内部監査部門が担っていることを

示しています。

　したがって、ここでは、①～⑤が適切に達成できるような内部統制が整備されているか

を検証することが内部監査の監査目標になるということです。

　これらの点は、金融機関における従来の検査機能と内部監査機能を比較した場合の重大

な相違点となります。

　従来の検査では、上記の④や⑤にあたる事務処理の正確性、規程からの逸脱、不正・誤

謬の摘発がほとんどであったのに対し、内部監査は②や③のような業務の有効性や効率性

の評価も対象とするということです。②の「情報」は経営情報が中心であり、③もまさに

業務の有効性・効率性に直接関連する事項です。つまり、内部監査部門が構築され、本来

的な機能が発揮できるかどうかは、内部監査部門が経営者の視点を持つことができるかど

うかにかかっていると言っても過言ではありません。

①　組織体の戦略目標の達成状況

②　財務および業務に関する情報の信頼性とインテグリティ

③　業務とプログラムの有効性と効率性

④　資産の保全

⑤　法令、方針、定められた手続および契約の遵守

⑷ 　わが国の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の改訂について（意見書）」（2011 年３月 30 日、企業会計審議会）においても、その中の「Ⅰ内部統制
の基本的枠組み」で、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資
産の保全の４つの目的を挙げている。なお、「組織体の戦略目標の達成状況」は、2012 年改訂により追加された項
目であり、COSO-ERM に対応したものと考えられる。
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▪規程上の検査部門の権限の脆弱性・不明瞭性

　○　 社内のあらゆる情報・文書へのアクセス権や調査権限の有無が検査規程上、

明記されていない。

　○　 検査部門の不備・指摘事項に対する改善プロセスへの強制権や提案権が不

明瞭であった。

▪業務に関するリスク評価プロセスの欠如

▪リスクの大きさに対応しない検査資源の配分

　○　検査頻度

　○　検査要員

▪検査対象が国内の営業支店に偏重

　○　本部機能・関連子会社へのモニタリングが殆どない。

従来の検査における弱点
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1 内部監査と監査役監査
　監査役による監査と内部監査部門の実施する内部監査は、どのような関係にあるのでし

ょうか。

　会社法上、監査役は、取締役の職務の執行を監査する機関と規定されており（会社法第

381条）、「その職務と権限は、会計の監査を含む会社の業務全般の監査に及ぶ（会計監査

を除いた部分を「業務監査」と呼ぶこともある）」「監査とは、業務執行の法令・定款違反

または著しい不当性の有無をチェックし指摘することであって、取締役の裁量的判断一般

の当否をチェックすることは含まれない」⑸とされています。

　さらに、銀行の場合は、監査役会または監査等委員会もしくは指名委員会等（監査委員

会を含む）の設置が銀行法によって義務づけられています（銀行法第４条の２）。

　会社法の施行によって、大会社である取締役会設置会社については、内部統制システム

に係る基本方針を取締役会において決議することが法的に義務づけられ、当該取締役会決

議の内容や取締役による内部統制システムの整備状況を監視し検証すること等が明確に監

査役の役割とされました。会社法施行等を受けて改正された公益社団法人日本監査役協会

の「監査役監査基準」（最終改正2015年７月23日）においては、以下の規定をはじめと

して随所で内部監査部門との連係に言及されています。

第3節 内部監査と監査役
監査、外部監査

・ 内部監査と監査役監査、公認会計士や監査法人によ
る外部監査の異同について理解する。

・ 内部監査部門には、監査役や公認会計士等との連携
が望まれている。

POINT

⑸ 　出所：神田秀樹　著「会社法（第 11 版）」（弘文堂）p.217。




